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衛生研究所業務の部l
- ---I 般業 務 概 要

衛生研究所の昭和28年 1月24日秋田県訓令第 4号並びに秋田県行政組織規程により地方機関として、県民の保健衛生

の向上に関する各種の試験検査及び調査研究を行って来たが、同規定第12条の規定により、公衆衛生課に属していた。

昭和30年4月1日、秋田県会計規則における鞘に指定（秋田県告示第 183号）され、衛生部医務課に転属することと

なったが、出納員がいなかった、それで同年 4月28日飯塚昭二が衛生研究所出納員に命ぜられたが、ー収入面のみで、支

出は医務課の所管であった。

昭和30年7月26日（秋発梵第 113号）秋田県部室設置条例、秋田県行政組織規程の一部改正により、民生部と衛生部

は統合されて厚生部となり、また医務課と薬務課は統合されて医務薬事課となった。従って衛生研究所はこの医務薬事

課に属すこととなった。

昭和30年7月26日旧薬務課長福田九八は当衛研に技師として転任し、 9月30日主事藤山農夫吉は依願退職し、また11

月10日出納員飯塚昭二は雄勝県税事務所へ転勤し、後任に出納室から高橋作之巫が転勤し来り、現在に至っている。

以上のような人事の異動により、また定数条例等などにより、庶務としての業務はあっても庶務係はなく、ただ出納

員 1名のみの現在である。次に現職員氏名並びに業務分担を録す。

l 現職員並びに業務分担調 （昭和31年4月1日）

I職 名 I
I 

業務区分 氏 名 ！ I 発
＾ ~ 年 月 日

ヽ
•• 所 長 児 玉 栄一郎 昭和 29 年 6 月 25 日

化学検査 技 師 福 田 九 八 昭弄1i30 年 7 月 26 日

細菌検査 fl 藤 沢 宗 昭．和 21 年 II 月 27 日

化学検査 /I 斎 藤 ミ キ 昭 和 21 年 2 月 28 日

細菌検査 II 佐々木千代治 昭和 27 年 8 月 12 日

” ” 庄 司 キ ク 詔和 19 年 10 月 I 日

I/ II 茂 木 武 雄 昭和 23 年 5 月 20 日

化学 検 査 fl 小 林 清 吉 昭和 29 年 8 月 2 日

細菌検査 II 坂 本 昭・ 男 昭和 21 年 10 月 I 日

出 納 員 主 事 高 橋 作之巫 昭和 30 年 II 月 10 日

化学検盃 雇 松 淵 忠 美 昭和 25 年 4 月 I 日

細菌椴査 fl 高 山 和 子 昭和 25 年 7 月 10 日

fl 傭 人 橋 本 与 市 昭和 27 年 12 月 17 日

” ” 森 田 鉄 雄 昭和 25 年 12 月 8 日
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1衛生研究所関係条例、

規則及び使用料，手数料

秋田環規則第13号

果の衛生開係施設の使用科並びに手数科

微牧条例抱行規則

県の衛生関係施設の使用料並びに手数料徴収条例（昭

和23年秋田県条例第57号）第 2条、第 3条及び第6条の

規定に基き、この規則を制定する。

県の衛生関係施設の使用料並びに手数料徴収条例施行

規則（昭和29年秋田県規則第49号）の全部を改正する。

（使用料等の種類及び額）

第］条

県の衛生関係施設の使用料並びに手数料徴収条例（以

下「条例」という。）第 2条及び第 3条の規定による使用

料及び手数料（以下「使用料等」という。） の種類及び

額は別表のとおりとする。ただし、特に費用を要する場

合であって、同表に定めのない使用料等の額ほ健康保険

法及び船員保険法の規定に依る療養に要する裁用の額の

算定方法（昭和18年厚生省告示第66号）に定める点数に

甚き、その診療報酬 1点の単価をもって算定した額の 8

割とする。

2別表中の集団の料金の適用を受けようとするものは、

別に定める集団の代表者が使用等の特例適用願書（月lj記

様式第 1号）を県の術生関係施設の長 （以下「施殷の

長」という。） に提出し、その承怒を受げなければなら

な¥,‘o

（使用料等の徴収）

第 2条施設の長は、診療並びに衛生上の検査及び試験

を受けるため、その施設を利用する者から利用のつど使

用料を徴収する。

（検査委託申請出）

第 3条衛生上の検査を受けようとするものは、検査委

託申請書（別記様式第2号又は第 3号）又は温泉分析委

託申請書（別記様式第 4号）を施設の長に提出しなけれ

ばならない。但し、保健所の医師が診療のため必要とす

る検査については、 この限りでない。

（検査成釈書）

第 4条施設の長は検査を終了したときはすみやかに

湊査成績書を当該検査申請者に交付しなければならな

.‘̀ 0 

．， 前項の検査成績の様式は、別に定める。

（使用料等の免除）

第 5条施設の長は、条例第 6条の規定による使用料等

の全部又は一部の免除をすることができる。

2 前項の免除を受けようとする者は、使用料等減免穎

書（別記様式第 5号）を施設の長に提出して、その承認

を受けなければならない。

附 則

この規則は、昭和30年4月1日から施行する。

（別表）

県の衛生関係施設の使用料及び手数料料金表

1 結核処置料

レントゲン撮影

イ 大四ツ切塑フィルム 1枚につき 500円

ロ 四ツ切型フィルム 1枚につき 400円

，、 四ツ切型フィルム半分 、、 1枚につき 200円

ニ 六ツ切型フィルム 1枚につき 300円

ホ 八ツ切型フィルム 1枚につき 240円

ヘ六六判フィルム 1枚につき 80円

卜 3 5ミリフィルム 1枚につき 25円

レントゲン透視診断 1回につき 80円

ッベリクリン皮内反応検査 1回につき 20円

赤血球沈降速度測定

1回につき（採血料を含む） 30円

1;(}G接種 1回につき 25円

人工気胸術 1回につき 130円

2 性病処置科

マフアルセン 1回につき 100円

サルベルサン、ネオネオアーセミン

1号 1回につき I JO円

2号 1回につき 120円

3号 1回につき 130円

4号 1回につき 140円

5号 1回につき 150円

6号 1回につき 170円

次サルチル酸行鉛~ 1回につき 25円

スルブアチアソ・ール錠 1錠につき 15円

スルフアダイアジン錠 1錠につき 、15円

水性プロカインペニシリン30万単位につき 135円

30万単位又はその端数を増すごとに 110円
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油性及び懸濁水性プロカインペニシリン
30万単位につき 60円

30万単位又はその端数を増すごとに 25F:I 

ストレプトマイシン 1グラムにつき 210円

マイシリン ストレプトマイシン 0.5グラム
加ペニシリン40万単位 1本につき 255円

マイシリン ストレプトマイシン Iグラム
加ペニシリン40万単位 1本につき 400円

クロロマイセチン（カプセル）
250ミリグラムにつき

クロロマイセチン（錠剤）
250ミリグラムにつき

ォーレオマイシン（カプセル）
250ミリグラムにつき

処

テラマイシン（カプセル）
250ミリグラムにつき

1回につき置 料

230円

145円

175円

175円

25円

3 高血圧症処置料

エレクトロカルジオグラム

3誘導

特殊誘導

4 臓器診＇断料

造影剤使用臓器透視診断 1回につき

造影剤使用臓器写真診断
八ツ切フィルム 2枚につき

5

普

イ

ロ

予

イ

ロ

，，ヽ

二

ホ
充
＇
イ

ロ

ハ

抜

イ

ロ

アマルガム充填

燐酸セメント充坑

珪餃セメント

椒・

臼

前

歯

歯

クヽ

口

/‘ 

歯科処置料

通処置

う 歯 処置． 
洗瀧

防処置

弗化ソーダ塗布

鍍銀注処置

歯口清掃

歯石除去

歯そうのうろう処置．．．．．． 
槙

乳 歯

レントゲン撮影

イ 標準型フィルム

咬合型フィルム

カビネ型フィルム

1件につき

1件につき―

1回につき

1回につき

1回につき

1回につき

1がくにつき．． 
1がくにつき．． 
1がくにつき．． 

1歯につき

1歯につき

1歯につき

1歯につき

1歯につき

1歯につき

］枚につき

1枚につき

1枚につき

350円

150円

130円

フライ氏反応検査

6 血清学的検査料

ウイダール氏反応検査
1件につき（採血料を含まず）

集団の場合は 1人 1件につき
（採血料を含まず）

ワイルヘリックス氏反応検査
1件につき（採血料を含まず）

集団の均合は 1人 1件につ；
（採血料をー、まず）

1件につき

梅毒血消反応検査
.̀ 

イ ワッセルマン反応（沈降反応併用．）
］件につき（採血料を含まず）

集団の場合は 1人 1件につき
（採血料を含まず）

口 沈降反応 (2種併用）
1件につき（採血料を含まず）

集団の場合 1人 1，件につき
（採血料を含まず）

25FI 

15円

25円

15円

45rT 

75円

40円

35円

20円

600円

25円

15円

50円

50円

35円

45円

15円

175円

55円

90円

125円

90円

60円

90円

135円

230円

補体結合反応検査・

（発疹チフス、日本脳炎、インフルエンザ等）
］件につき 130円

赤血球凝集反応検査 1件につき 130円

寒冷源集反応検査 1件につき 45円

採血料 ・ 1回につき 15円

集団の場合は 1人］回につき 5円

7 顕微鏡検査料

喀痰検査

松岡氏染色法

その他の細菌学飢検査

寄生虫卵検査

イ直接法 1件につき

集団の場合は 1人］件につき

集 ・ 卵 法 1件につき

マラリヤ、再糀熱等の原虫検査 1件につき

口

8
 

1件につき

1件につき

1件につき

301牙

45円

20円

20円

10円

30円

30円

細菌学的培養検査料

チフス、パラチフス、赤術等の菌 1件につき 135円

食物中毒の菌 1件につき 1.50円

結核暮iの扶性物覧配性検壷 1件につき 280円

9 その他C細醤洋住杉葎．料 • 

水及び氷琶検鉦

飲料水の集団検査

その他の食品検査

殺畜i抗力検査

1件につき 140円

1件につき 70円

1件につき 200円

1件につき 1,200円、

10 臨床病理検査料

尿 化学検査．

イ 比重及び反応、ビリルビン定性、ウロビリ・ン
足性、ウロビリノーゲン定性等

1件につき 15l-•Lj 
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ロ ジアスターゼ定量 1件につき 35円

クヽ インジカン、アセトン、胆汁成分、ボルフィ
リン等 1件につき 25円

ニ 蛋白定性 1件につき 10円

ホ糖定性

ヘ蛋白定昼

卜 糖定最

咆液検・杏

イ 血液理化学的検査

1件につき 15円

］件につき 15円

1件につき 35円

1件につき（採取料を含まず） 75円

ロ 血色素測定

1件につき（採取料を含まず） 15円

ハ血液郡検査
1件tこつき（採取料を含まず） 25円

二血球計算

1件につき（採取料を含まず） 35円

ホ 血液像検査
1件につき（採取料を含まず） 35円

ヘ血糖測定
1件につき（採取料を含まず） 55円

卜 血1|•1微生物検査

1件につぎ（採取料を含まず） 35円

チ採取科 1回につき 10円

糞便倦血皮応検査 1件につき 25円

悩脊膳液検査

1件につき（採取料を含まず） 45円

胃液、十二指腸液検査

1件につ彦（採取料を含ます） 45円

腎臓磯能検査 1件につき 70円

組織顕微鏡検査

1 件につき（採取料を含ま—n 90円

但し、湛床病理検査のうら、保健所において高血圧症

予防に関して行う検査については料金15円のものは10円

その他は当該料金の半額とする。

JJ 食品、添加物等の試験検査料

定性分祈

定量分析

食品の栄養学的成分試験

乳汁頷の脂肪比重測定

酒精飲料試験

1成分につき 200円

l成分につき 300円

1件につき 1,000円

1件につき 300円

イ メチールアルコール含有測定 1件につき 500円

コ 比重アルコール含有測定 1件につき 400円

その他食品の比甫測定 1件につき 300円

食品の成分現格の化学的検査、

イ 乳及び乳製品 1件につき 600円

コ氷雪 1件につき 350円

／、 その他の食品 1件につき 600円

ニ 器具、容器及び包装 1件につき 600円

12 水質化学試験料

定性分析 1成分につき 100円

宅量分析 1成分につき 200円

飲料水適否試験 1件につき． 350円

汚水夜び排水試験 1件につき 500円

13 温泉分析料

定量分析（中分析） 1件につき 7,000円

ラジユーム及び放射能分析 1件につき 2,000円

14 医薬品及び衛生材料試験料

定性分析 l成分につき 200円

定量分析 1成分につき 300円

局方適否試験 1件につき 600円

葵品鑑窄 1件につき 1,500円

15 農丁ー業用薬品試験料

定性分析 1成分につき 200円

定量分析 1成分につき 300円

16．化粧品試験料

定性分析 1成分につき 200円

定量分析 ］成分につき 300円

有害金属の有無試験 1件につき 500円

17 動物試料

実験用動物を使用して行う試験、実費を基準としてそ

のつど所長が定める額

18 文磁料 1通につき 40円

但し、同一疾病について、継続的に 2回以上処方せん

を必要とするものについては第2回以後の処方せんの料

金は20円とする。

診断書、証明書類 1通につき 40円

但し、 2通以上は、 1通増すごとに10円とする。

検査成績書謄本 1通につき 30円

但し、 2通以上は、 1通増すごとに10円とする。

様式第 1号

使用料等の特例滴用願書

このたび寄生虫卵（血液、飲料水）の集団検査を受け

たいので、県の衛生関係施設の使用料並びに手数料徴

収条例施行規則第 1条第 2項の規定の適用をお願いし

ます。

1 検査の目的

2 受験者の人員（検査物の個数）

昭 和 年 月 日

集団の所在地及び名祢

代表者の職及び氏名 ⑲ 

00保 健 所 長 殿

（又は秋田県衛生研究所長）
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様式第2号

検査委託申請書

一：

左記について衛生上の検査を委託したく、手数料金

円を添えて（は後納で）申請します。

昭和年月日

委託者の住所
氏名 R 

（法人にあっては、事務所所在地名称及び代表者の氏

名）

00保健所長殿

（又は秋田県衛生研究所長） •• 

記

（記載表は別紙に記載）

※ 記載上の注意

1 水及び氷雪については、．採取（製造）年月日、使

用目的、採取地名及び水の種類等を記入すること。

2 その他については、製造年月日、製造方法、使用

の目的等を記載すること。

様式第 3号

検査委託申請書

左記について衛生上の検査を委託したく、手数料金

円を添えて（は後納で）申請します。

昭 和年月日

委託者の住所
氏名 R 

（法人にあっては、事務所所在地名称及び代表者の氏

•名）
00保健所長殿

（又は秋田県衛生研究所長）

記

（記載表は別紙に記載）

様式第4号

． 湿泉分析委託申請書

左記について温泉の分析を委託したく、手数料を添え

て申請します。

昭和年月日

申請人住所
．氏名 • ⑲ 

（法人にあっては、事務所所在地名称及び代表者の氏

名）

秋田県衛生研究所長殿

記

（記載表は別紙に記載）

注

イ 三部提出のこと．

ロ 温泉100cc以上200cc以内を添付のこと。

..,、 源泉及び利用施設所在地の見取図を添付のこと。
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様式第 5号

衛生関係施設の使用料等の免除願書

このたび貴所の診療（検査）を受けたいが、次の理

由により使用料等の全額（一部）の免除についで、県

の衛生関係施設の使用料並びに手数料徴収条例施行規

則第 5条第2項の規定により、御承認を願います。

理 由

昭 和 年 月 日

住所

氏名 ⑲ 

右の理由に相違ないことを証明します。

市町村長氏 名⑲

00保健所長殿

（又ぱ秋田県衛生研究所長）

様 式第 2号

1検査の材料名 I'
2 闘の目的又は茫l

要とする成

採年取 （月製造）日 ！ ！ 

製 造方法-I

3摘要 使用目的 I

採取地名 I

水の種・類 I

様式第 3号

戸
病名I
検査材料名 l
主要症状 I
備考I

様式第 4号

温泉源名 I温泉（源泉名

発年見又は月堀さ日く 1 1 

湧 出 量 l
源利泉用所施在設地所在及地び 1 

住温泉所権氏利者名 1 

温利用泉施又設は別 1 

備 考 I

． 

） 
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秋田慄告示第！358号

県の衛生関係施設の使用料ならびに手数料徴収条例施

行規則（昭和30年秋田県規則第13号）第 1条第2項の規

定に基き、使用料および手数料の特例を適用しうる集団

の範囲を次のように定め、昭和29年秋田県告示第 312号

（県の衛生関係施設の使用料等の特例を適用すべき集団

の範囲）は廃止する。

昭和30年 5月28日

秋田県知事 小畑勇二郎

次の各号の 1に該当するものであって20名以上の集団

1 労佑基準法（昭和22年法律第49号）第 8条に規定す

♦ 

る事業または事務所において業務に従事する者

2 学校教育法（昭和22年法律第26条）第 1条および第

83条第 1項に規定する学校の職員、学生、生徒、児童

または幼児 ） 

3 社会福祉事業法（昭和26年注律第45号）第 2条第2

項の規定する第 1種社会福祉事業の用に供する施設お

よび監撤または少年院その他のきよう正施設に収容さ

れている者

4 市町村長が公衆衛生の向上および増進をはかるため

に行う行事等に参加する住民

♦-----

＊ ＊ 
1 昭和 30年度衛生研究所予算調

--* * 

歳入 II
費 目 ！予算額 II 費 内

歳
一
ー
ー目

出

訳 1 塁算は 1 節滅額 l 亨算旦
細菌検査手数料

化学試験手数料

Ii I衛生試験費

！ 

合 計 I5,385,500ji l 

贔

姻

細

500000500200400

―
呵
磁

6
5
0
1
0
0
|g
心

ー

姻

叫

440

呵
紐
四
呵
屈
匈
加
函

5

8

8

8

7

1

7

&

ょ
砥
竺
53796589
霊

63416710293

隅

叫

3
1
6
1
2
9
3
8
6
1
7
1
7

⑱

3

謳

-
3

ー

，

し

4

羹

「

ふ

―

-

―

-
5
9
4
4
0
0
1訊
邸
庄
―
一
ー
：

3602402004600001
紐

000

ニ亙ー

笈

35

砥

菰

20147993

咬
5

虹

4
紅

＆

ー

仄

123
l
 

叫
4
0
0
|
{｛
四
000500200

竺
知
：
IOo200

鴎

呵
000

姻

紐

姻

500400500
総

邸

300500

砥
8

7

1

7

4

3

凡

訊

砥

4
9

限

415860
頌

虚

閲

⑫

虹

3
8
6
2
8
2
4
1
4

塁四
1
8
3
3

＆

咽

4

1

1
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料
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料
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備
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光
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印

通
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備
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修
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細
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V
 

昭和 30年主要行事一覧

1 月

角館保健所細菌検査調査指導

鷹巣町温泉現場試験

藤沢技師

小林技師
松淵麗

厚生省予防衛生研究所要務 児玉所長

、花輪、大館、能代、鷹巣保健所梅毒反応調査指導
庄司技師

東京都、国立予研．北研細菌検査連絡
藤

小東京都、公衆衛生院化学検査連絡，

2 月

東京者ぶ

沢

林

技

技

公衆衛生院、国立衛生試験所第二改正国民医薬品集及
び覚せい剤検出法、局方試験等の説明会

斎藤技師

男鹿市、潟西村、払戸村、八竜村ボトリヌス中毒調査
藤沢技師

大曲市赤痢菌検査 庄司技師

雄勝郡皆瀬村瘍元温泉現場試験 小林技師
松淵麗

師

師

国立衛生試験所化学検査連絡
斎藤技師

湯沢、横手、大曲、角館保健所結核培養並びに寄生虫
検査指導 ＇坂本技師

大館、鷹巣、五城目、能代保健所結核菌薬物耐試験指
導 佐々木技師

湯沢、横手べ大曲、角館各保健所インフルエンザ血清
検査指導 • 茂木技師

3 月

東京都、昭和29年度全国地研所長会議
児玉所
飯塚主

・鷹巣花輪保健所細菌試験指導 ．藤沢技

花綸、大館地区水質試験 訟 淵

角館、水質試験 小林技

花輪、大館、能代庶務連絡 藤山主

湯沢、大曲、角館保健所梅毒血清反応指導
庄司

花輪．・大館、鷹巣保健所細菌検査連絡
坂

矢島保健所細菌検歪連絡 藤

易沢、横手保健所梅毒血清反応指導
佐々木技師

大館f呆健所細菌検査連絡 茂木技師

京都市、日本医学会総会（内科及び伝染病学会）
児玉所長
籐沢技師

本荘、矢島地区温泉分析 小林技師

本荘市、行政基礎調査による水質試験
松

6 月

能代市、山本村、八竜村ポトリヌス菌調査
藤沢 技 師

技

本

沢

大曲市温泉現場試験

大曲市赤廂菌検索

淵

技

技

4 月

大曲、角館各保健所細菌検査指導茂木技

厚生省予防研究裸及び国立予防衛生研究所連絡
藤沢技

小林技

籐沢技
茂木技

長

事

師

麗

師

事

5
 

月

師

師

師

秋田職員第三十三回一般研修会受講
松淵雇

払戸村食中毒調査 藤沢技師

新潟県東京都第十一回東北北海道地区衛生研究所協議
会及び厚生省予防研究課連絡 児玉所長

花輪保健所営業用水質試験 斎藤技
小林技

師

師

琴岡町、五城目町、面潟村、一日市町ポトリヌス菌中
毒調査・ 藤沢技師

井川村、飯田川町、昭和町、天王町、男鹿市（船越）
ボトリヌス菌中毒調査 藤沢技師

7 月

本荘保健所水質試験 松 淵 麗

五城目町、一日市町保健所器材調査及び手数料未納整
理用務 飯塚王事

師

師

師

師

師

8 月

厚生省薬務局連絡

国立衛生試験所講習会出席

本荘市、矢島町食中毒調査

由利郡由利村鮎川水質試験

福

茂

茂

虐
花輪町、大館保健所細菌試験 藤

能代市浅い肝臓ヂストマ調査 佐

横手市、瘍沢保健所梅毒血清反芯指導
圧司技

花輪町、鷹巣町、能代市食中毒調査並びに検索
藤沢技

田技師

木技師

木技師

林技師
淵雇

沢技師

々 木 技 師

投
林

技

技
技

淵

藤
林

技
技

師

而

g
 

涵

9 月，

太館、能代保建所結核菌耐性試験並びに浅内地区肝臓
チストマ調査 佐々木技師

厚生省公衆衛生局、北里研究所食中毒連絡
藤 沢

由利郡上川大内村温泉分析現場試験

累
五城目保健所水質試験 松

鹿角郡宮川村蒸の湯温泉分析現湯試験

烹

師

師

師

雇

師

師
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本荘、矢島保健所器材調査並びに化学試験指導
福田技

大曲、湯沢保健所梅毒反応指導 庄司技

花輪、能代保健所細菌検査連絡指導
茂木技師

大館保健所、能代保健所結核菌培養試験並びに浅内地
区肝臓ヂストマ調査 ・ 佐々木技師

角館町、大曲市、湯沢市食中毒調査
佐々木技師

八竜村浜口、一日市町、払戸村ポトリヌス中毒調査
藤沢．技師

斎藤技師

師

師

横手市井戸水汚染状況調査

10 月

角館、横手保健所器材調査 飯塚主事

山形県第五回北海道、東北七県地方公衆衛生学会並び
に地研所長会議 児玉所長

藤沢技師
佐々木技師．

仙北郡田沢杓．生保内町温泉分析現場試験
斎藤技
松 淵

茂木技

斎藤技
小林技

鹿角郡薬業会出席 福田技

東京都国立予防衛生研究所細菌検査連絡
． 庄司

京都市第五回地方衛生研究所協議会総会
児玉

藤沢

藤沢

横手市井戸水水質試験

北秋田郡矢立村温泉現場試験

角館保健所細菌検査指導

技

公衆衛生院第五十二回疫学研究会

仙台市第九回日本細菌学会

11 月

大曲、湯沢保健所器材調査並びに手数料滞納整理用務
飯塚主事

庄司技．師

所

技

技

師

雇

師

師

師

師

北秋田郡十二所大滝温泉現場試験

1
1
'囀

9
i
‘
.
;

.

.

.
 
,
'
d
1
9
.
7
・
9
,
a
r
・
 

師

長

師

師

鹿角郡宮川村禍瀬温泉現場試験 斎藤技師
松淵雇

男鹿市脇本食中毒調査 児玉所長

湯沢、横手保健所結核菌耐性試験並びに培養検査
及び細菌試験月報調製指導 佐々木技師

大館、花輪保健所細菌検査及び備品調査
茂木技師'

大湯町温泉現場試験 小林技師
松淵雇

斎藤技師
小林技師

本荘市、象潟町、象潟町上浜ボトリヌス中毒調査
茂木按師

岩手大学北秋、鹿角両地区高血圧調査統計並びに細菌
検査連絡 佐 々 木 技 師

潟西村、払戸村、男鹿市北浦、八竜村浜ロボトリヌス
中毒調査 圧司技師

秋田市浜田村寄生虫卵検査 茂木技師

能代市、翠丘、面潟村、一日市町、山本村ボトリヌス
菌調査 ． 佐々木技師

12 月

東京都厚生省、北里研究所食中毒連絡．．
藤沢技師

大曲、横手、禍沢保健所化学試験室整備状況調査
福田按師

角館保健所営業用水水質検査 松 淵 雇

大館保健所化学試験指導 児玉所長

由利郡鳥海村温泉現場試験 盆林淵技目

能代、鷹巣、大館、花輪保健所 福田技師
化学試験室整備状況調査

大曲保健所水質検査 斎藤技師

東京都、厚生省、薬務局連絡 児玉所長

鷹巣保健所水質試験指導 小林技師

鷹巣、大館、花輪保健所結核菌薬物耐性試験検査指導
佐々木按師

夕＂ 業務内容について」

(̀A) 庶 覇 係

・イ、所印、職印の管理に関すること

ロ、文書の収受及び発送手続並びに保管に関すること

，，ヽ、物品の購入及び修繕等の手続に関すること

二、手数料の徴収整理に関すること

ホ、研究所の運営、企画及び重要業務の連絡調整に関

すること

へ、その他細菌、化学の各係に属しないことがら

註 昭和30年4月1日本研究所は摩となり、出納員を置

くこと.I..なった。庶務係主事飯塚昭二が出納員に

任命せられたが、収入業務のみで、支出は主管課

の医務課において取扱われた。 9月30日庶務係藤

山農夫吉依願退職II月10日出納員飯塚昭二が雄勝
県税事移所へ転出後高橋作之函が本研究所の出納

員に任命せられた。しかしこれらの異動によって

庶務係としての人的配置はないこと上なった。

(B) 

細菌試験検査は一般診療機関よりの依願を主とし、行

政上必要なる各種試験、並びに事業所、学校などから

の依頼の他、各保健所からの細密検査、それに個人か

らの依頼検査などである。

細菌検査係の業務並びに成績
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細菌検査係の業務は現在大別して (1)細菌検査 (2湘i

毒血清反応、 (3)結核菌検査、 (4)培地製作並びに試験動

物飼育、 (5)その他となっているが、それら細目は本衛

生所報第 1 輯に録したと•おりである。

第 1 表 細菌 検 査 実 績 表

- 9 -

(1) 昭和30年度 (1月～12月）の件数並びに咸績は次

に示すとおりである。第 1表においては結核、・梅毒を

除いた 1ケ年間の業務実綬を示したのであるが、第 2

表には寄生虫卵検査の実績を示した。

（昭和30年 1月～12月） （結核、梅毒を除く）

検奎区分――――一！
月jJIJi I 

赤痢暮iI 
腸パラ

病原体保育者

I 
1ウイダール，ワイル
；フエリツクス反応
！ 

そ↓ヂフテlJア菌
！ 

の：流脳昏i

他！
l i付菌

原虫

の l食中毒

細 I飲食品

菌！水及氷

l I 

， 
； 

． 
I! 

験

検型

試
々

床

菌痢

臨

赤

査

そ
．
 

検

査

1 | 9 ， 皿 I y I'1 I''II| " :IX | x x|M|I 計 1陽性率

(I□□/](::̀::ì (̀]:: 
(7: (8; 1 (6;i(5; (1 :} Cl : ：（88 (l }｝ （l↓：i (9: （5; （3:1 （→1 

I I 3 3 1 11 i|8  

I I 2 1 1 19 901 781 3 i 195 

1. J ~- 181. 41 191 38i 181 j 1:1 1~;1 16: 41. 61. 4 181 41 191 38! 181 191 181 18:1 167 

, 2 喜i l‘4|  31 

6i 11 6 39 • 107 49 58 32'68 34 44 12i 

(6)1 (l l) (6)I (38) (107) (47) (55) (.30)1 (68) (32) (43) (12)1 塩

の他1̀  1 (l}＼（］］ 6: 曇cii直砥鼻（且鼻心I鸞
計 (14)i (20) (14) (43)1 (l21) (60) (64) (43)| (90) (42) (55) (16)1 は品魯

寄一般依頼iCl;;s (2累ぷ 2j (I悶 ！ ｀ ：` 』｛；需
生指定町村 I 
虫計霊 (2悶ぶ;¥ 2 晶 1 、c1{ ！（高 II 嵩

合 計 （盗魯I(2t翌1(1需Ic腐I(._1斜I(i勢1(話|品辟I(1器I（蒻器厄器{|c盈II(13蛙魯I

註 1・ 各細菌項目欄中、上の数字は件数、括孤内は陽性数である ・

2. 赤痢菌型検査欄中の数宇は、衛生研究所において分離した赤痢菌及び保健所から菌株として菌郡決定の

為依頼されたものである

第 2 ・表 裔生虫卵 検 査 実 績 表

面

虫卵 1、門は毛胃 1鞭

5701 16 
(41.0)(.1.2. 

(10.5~1 (15.8~ 
572 19| 

(40.6)1 (1.3) 

（昭和30年 1月～12月）

ご ＼、数J検査件数 1卿l

直接法

沈搬 法l
| 計

1,391 

. 19 

＇ 1,410! ， 

性

虫卵 1 粛＝指靡 I~臓盃沿 I その他

(0.07~1 (0.14?! 

(10.5)1 (5.2)1 

3i 31 
(0.2)i (0.2)1 

107i 

(7.7) 
3• 

(15.8)! 
110 

(7. 8) 1 

註 l． 括弧内は陽性率（％）を示す

2. 検査材料は主として秋田市内の企業団体及学童を対象としたものである
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（茂木技師） 応、村田反応、北研法を実施しており、必要のあると

•(2) 樟藝鉱青友応について ・きは他にガラス板法を実施しているが、その実資は第

・当研究所においては梅毒検査のためにワッセルマン反 表のとおりである。

第 3 表 昭和30年尉婿梅毒血清反応試験実績

に属紐町瓦巴］ I I I 1 1  I llll lvlwl,1 渭i k 1 x|  X[ IXIII 計 ： ％ 
I 

659 | 610: 811 [I 669 653 I 548. 579 I 766 I 50 4）| ， 552 (呵80409 | 7,422 I ， ワッセルマン反応 C 103) (72)'）(145) C (94) (90) : I 15) (96) C 100) (85 (100) (1, 155) 15.6 

村 6191 571! 748 607 592! 494 518 689 4571 501 6,733 I 
田反応I (83) (?2)1 I (113) C 101) (87) I (89) (65) (81Ji (88){100 (63) I (1;008) 15-0 

• 45 473 7 I 3 I I 555 
ガ ラ ス板法 co) , c 16)! co) co)1 co), c23) 4・ 1 

（ ）内は陽性数を示す

・(3) 結核菌の検査

本研究所においては業務として行うことは結核菌の塗

抹染色並びに培養試験耐性検査などである。但し塗

（庄司技師）

抹染色の依頼されることは少く、主として培養並びに

薬物耐性険査である。これらの成績を示すと第4表、

第5表、第6~9表のとおりである。

第 4 表 昭和’知0年見凋喀痰内結核菌塗抹染色成績

．---.＿―̀―-----月別|I I I I Ill I lflI I V I VI I ¥I I VI I IX I X I ≫: I XI II 計

数 I--I I 
3 I 3! 

（［ ］ 21 
21 

(519)1 , 

件

(12 )1 I 

2 2 
l 

(!)I 

l 

I 

（ ）は陽性を示す： （I) 
I | 

(1) 

第 5 表 昭万即0年凡囁喀痰内結核菌培養成績

～～こ•|I
•—•. --

. .培養総 件 数

陽性件改 71 

陽 性率％ 23.1 

_
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_
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第 6 表 昭和30年畠渭結核菌耐性試験成績
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第 7表 昭和30年乱闘結核菌耐性試験成績

い l | 

対昭’‘`‘ ＇耐性

-11111 情 l＊下！―i惑(%:I A l i r B 1 ：゚1：I―:00|r B 

| | i ,  9 16 I 6 3, I ： I ↓ 

s M 44 4; I ! 5、|i l0, 1 3 (36.18 3) 8 3 1 3 21 , | 3 

l'.¥S 46 7 I 5 I 7• O: (39.3、 31 I 2, 4 I: 5 

! ！ 23 I ! I i '  
IN  AH  27 4 I 5 0 （ 8 5 2 ） 0 2 0 I oi I 

i I !. i i 

'l'B I O O O O O i 3] 

計 1 117 15: III 22i 3| (48] l1 21 5| 8 9 

第 8 表 昭和:-30年尉盟結核菌耐性試験成績

•I 
―

"
B
 

ー0
.
]
.
,
6
 

I
i

A
 

1

5

4

l

l

 

l

1

1

3

 

耐

[

い1
-
|
6
1ー

．
，

5
_ー

ー

0
0
1
|
'
げ
ー

-
A
 

ヽ

ノ

、

ノ

、

ノ

ヽ

‘

ク

ー
・
＇

性

0
1
8
0
2
5
8
2
8
J

ー

3
7
2
1

げ

5

虚

⑯

国

虚

感

：
ー

"
;
1
0
7
5

—
ー

0
2
_

1

2

 

-_ 
ー

9

Bi
,.3ー

，

1
1
!
,
0
1
8
1

照

＋
 

4

4

2

1

1

 

．
廿

-

1

5

.

1

6

1

0

0

4

1

 

柑

対

、

2

8

1

:

1

9

2

7

7

_

舟
]75_6843

ー

3
1
8
9

性

R
 

ー
~, 

゜゚
I

¥

 
‘
▲
 

S M 

PAR 

INAH 

TB! 

11! 

，
 

4
 

2
 

•99. 

0

2

0

 

3
 
2
 

゜計

，
 

23; 
！ 

＇ 

0

1

 IC 

第 9 表 昭和30年尉盟結核菌耐性試験成績

｀ 
対 照 I 耐---- 性- ！̀  

惑性I I r I O r 100 r 

冊 ttt 廿 ＋ (%).A, B A | B A | B 

S M 74 8 4 8 
12 I 

5 14 10! 

13 | 4 ， 73 6 (16.4) 

25 14 / 1I i : 
PAS 71 44 IO 3 8 6 (35.2) I 16 

゜
8 

i ヽ

22 | ， 
8’ INAH 51 31 7 31 5 5 (43.1) 2 7i 3 2 2 

！ 
！ 

THI 2 2 

゜゜゜゜
l. I 

I 

゜ 59 
8 

' 

2:I 

ニ訂, , 197 124 25 IO 21 I 7 (29. 9)1 35 14 38:, 
6I , 

I ！ i 

備 考

1 以上の表中対照の陰性のものは判定不明である

2 冊は岡一片倉斜面培地上全面びまん性に生えて

いるもの

tttはびまん性に生えているが、所々に生えない間

隙のあるもの

廿はコロニー数が 100ケ以上に及んだものか、又．

は表面の33にびまん性に生えているもの
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＋はコロニー数 100ケ以下か、又は表面の 1/3以

下びまん性に生えたもの

3 表中Aは対照の陽性程度とほぽ一致したもの

Bl文コロニーは生えたが、 Aの程度に及ばないも

の

4 成績判定は培養開始後 4~5週をもってした。

次にこれらを 1月分から 12月分までまとめたものが第

10表である。喀痰より培養した結核菌の各種抗結核剤

に対する耐性度は季間によって多少の変動は見られる

が、検査件数の71％がSl¥fiこ耐性を有し、 PASに対

第 10 表 昭和30年畠罐結核菌耐性試験成績

如 I 
i 

対 照 ：耐・ 性

l _ 1111 1 !!1丁~I+―ーロ惑（％：］計·3―I·」]I` 
I 70 251'36 19I ! S M 239 112 33 55 21 (29.3) 31 18 19 

＇ | 

4! 91 
9l ］ PAS 224 •1 18 37: 36 

4I IO゚5＇ I ’ | ((405988 ..68) 2 ) 

47. 37 2 18 

INAH 147 82 24i 20 2! 

］ 
13 3 19 

i 
• oI ! 

TRl 11 8 I l i I 
I゚ ！ 

4・ 

゜
3 (18.2) : 

291 
計 621 320i 95 491 l 

112, 
251 

36 85 23 50 
I 

(40.4)! I 

しては59％が耐性菌であり、また INAHに対しては

40％が同じく耐性である。 (11，1；年29年度）の成績と比

較して見ると、耐性率がそれぞれ57%、45%、34％で

あったのであるから、耐性度も 1ケ年の間にかなり上

昇したもののように受け取られる。 TB lについては

件数が少いので比較は困難と思われるが、強いていえ

ば昨年度の耐性率は35%、30年度は82％を示す。

また各薬剤の濃度と耐性について言えば、 101'の場合

SM, PAS, INAHはそれぞれ21%、15%、12%

．．の酎性を示し、また IQOl'の濃度の場合はそれぞれ16

%、 4%、9％の耐性率を示すのである。

0培養に対する 1つの試み ・

最近結核患者のI釦炎には「塗抹陽性、培養1食性」な場

合があることが報告されている。これについてはいろ

｀いろな事柄が考えられているが、 1ムはまず先人の業績

・追試の意味で、 Aの岡一片倉培地にはオレイン酸ソー

ダ（0.005%) のみを加え、．I！の岡 1片倉培地にはオ

レイン酸‘ノー!I'_(0.005%) と活性炭末（0.3%)を加

え、これらを対照のものと比較した。依頼検体 102件

について 3者同一の条件の下に実施した成績は第12表

に示した。

オレイン酸ゾーダ、又はオレイン酸‘J
第12表 ーク並びに活性炭末附加培地の結核菌

培養成績

罰＄瓢信篇曳訃冒翡；如匠咆茫茫
1陽性 ：ものー陰性 ［、粒唸？諒

A培地
四 1 28101  15l 4, 

｀ 
旦出 2 761 。| 19] 

すなわち僅かに良好であると思われる成績である。

次にイソニコチン酸ヒドラジドに対する耐性結核菌に

ついて「減圧培養」を試みた。まず依頼検体からIN
AHに対して 100r培地に成長する結核菌を拾い、間

接法による耐性試験と同一の要領で、それぞれ Ir、

50 r、100r、150、200r、500、1000r、Iccを含む

培地に、菌液 (1mgI di) O.ldlずつメスピペットを

もって流し込み、 1夜 39゚ （：孵卵器に斜面を水平に静

置し、翌日デシケークーに納め、ロークリーボンプで

減圧（約 350mm) して後36°(}孵卵器中に 5週間培養

したっ対照としては綿栓の換りにゴムキャップを施し

たものとした。成績を集約すると‘

ィ、コロニー増薙の状態は対照と大差ない。

ロ、液抹染色による菌の形態は殆ど点線型。

ハ、コロニーの形態は何れもR型。

（佐々 木技師）



(C) 化学試験係の業務並びに成績

化学試険係の菜務は秋田屎の衛生行政に同J..,t.:あら

ゆる面の化学的な試験及び製査研究を行い、 1昨年よ

りは 放射能にりかする栄務を行 っている。 その他各保

健所の化学試験技術苫の指涛に当り、ま た架務を応援

する。

現在当衛研の化学試験係I;よ4名であり 、その他傑儲所
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ているのみで、過咀な負担を行いながら努プJしている

現況であるc

射箱；斤化学検百係0)業務を列記すると 次のと おりであ

る。 （I) 水筏椅森、 （公：温湛分祈、｛3)梨品検査、

t1) 食品唸在、 ＇5J 井戸水検査、(6)放射能検査 (7) 

技術苦，tli裟 (8) T業 廃液検杏、その他。

昭和30年度 (I月～：2月）に行われた業務成精を示す

叫 13疇 i,)「のうち8代健所；こ各 1名だけ配問をされ

第 1 表 化学 諸検査 実緒 表 （昭和30年 1月12～月

月けll I 『 lll | IIll V I ¥1 ! II • II ＼冒 ！ 代 X > X1 合

1仏穎調宜 計依祖調査 了1依躙調杏計疇如I,1 依濱I;門在計I依領謳耐計i依頼加1irt1依領調丘計 依預謡計 ，1依記詞 計 （衣禎i調査1計依領閲査 合1|依禎叩t :t | 

□□□□□□□三：：ロロ：I-三］l:ロ
25 15| 183 1981 8| 14 22 24| ― ?4il 可 —, 2571 7戸 1179, 161 ii 171! 921 1う55471 93 -I 93:, 221 -I 2212281 101 2J81 857 

と第 1表i.:.示□；ーとおりである3
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註 （1) 依頼は有料分。

(2) 騰査は無料分。

[3) その他の試験は何か 1成分の検五で、放射能検査It含まれない。
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(1) *質 検査 (2) 温泉分析

食品衛生法施行細則第十条に基く営業用水の検査

秋田県条例第十九号第十条に基く特設水道水の検査

その他一般依頼の検査

温泉法施行規則第4条第5項に基き、依頼された温泉

の分析である。

以上の理由による昭和30年度 (I月12～月）の水質試

験検査総件数は l,547件で、内訳は第 1表に示した。

昭和30年度分析完了の温泉並びに泉質は第2表に示す

とおりである。

．纂 2表 昭和30年度 (1月～12月）分析完了の温泉'

l地
区 別 1 温 泉

名 I 場 所 I 泉名（イ碑的組成）

I 

I 鹿 角 郡 トロコ温泉 鹿角郡宮川村長谷川熊沢国有林 含砒素硫化水素泉

2 ” 蒸 ノ 湯 ” 酸性緑藤泉

3 1/ 陽 顛温泉 鹿角郡宮川村宮麓宇陽瀬 36の5 単純温泉

4 北 秋田郡 I 北秋田郡鷹巣町北家後 68のI 冷し 鉱 泉

5 り 矢立温泉 北秋田郡花矢町宇長走赤陽1 含塩化物鉱泉

6 山 本 郡 山本郡響村切石宇八木山 弱食塩泉

？ 男 鹿 市 湯本温泉 男鹿市北浦町湯本宇福の沢 v含泉塩化土類弱食塩

ヽ

8 本 荘 市 安 楽温泉 本荘市出戸町宇大堤下 4 含食塩炭酸鉄泉

， 由 利 郡 神 乃 渤 由利郡平沢町両前寺宇前田表 含重曹食塩泉

10 fl 滝‘ 温 泉 由利郡上川大内村滝字陽の沢 を 硝 泉
t 

II 大 曲 市 鶴 の 湯 大曲市内小友地蔵田 該当せず

12 仙 北
郡 1I 唐．子,温泉

仙北郡田沢村先達沢内唐子 単純硫化水素泉

13 ” ” 単純温泉

14 雄 勝 郡 雄勝郡皆瀬村畑等宇湯元 ” •‘ 
15 // 

” 単純温・泉

！ 

16 II 雄勝郡皆瀬村川向小安沢 ” 
I 
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(3) 医藁品検査

この検査は厚生省の指示により薬事監視員の一斉取締

により収去した医薬品を医務薬事課の依頼によって行

うものである。その他覚せい剤、庶薬等の鑑定を行い

また一般依頼による医薬、農薬、工業薬品、化粧品等

の検査である。

昭和30年度薬事監視員により収去された医薬品を検査

した成績は第 3表のとおりである。

第 3表 収去医薬品の検査成績

I検査件数｛判 定
I |―適―了示面

イクタモール 91 -I 91 

脱 脂綿、 41. 31 I 

ガ ーゼ 91 81. I 

クレゾール石鹸液 61 6 

ジアスクーゼ 4| 1| 

qグリセリ：浣腸液「ー 4i. 4| 

1 計 36| 22| 14l 

検 査 品 名

-J 

附記

（イ） 収去医薬品は昭和30年5月12日薬発第 162号、

厚生省薬務局長の通ちょうに従い、本県衛生部薬

務課および各保健所の薬事監視員が県内市販品の

中から収去したものである。

＠．鴎方法。 イクク予ール、脱脂綿、ガーゼ、

クレゾール石鹸液、ジアスクーゼは第 6改正日本

薬局方に収載の方法により、またグリセリレ浣腸

液は昭和30年6月16日薬監第 158号厚生省薬務局

監視課長の通ちょうに示された方法に従って試験

を行い、適、不適を判定した。

収去医薬品の検査成績について

まず試験成績を表示すれば第4、第5、第6、第 7の

とおりである。

第 4
 

表 イ ク ク モ JV の試験成績

収去I こ NH3 (NH~)2 RO~ I 総硫黄 水分 灰分 I 
. ---―ー・--→ 

8％以下 10％以上 50％以下 〇．5%以下— 判
定

番号 2.5％以上

I I大 こ） 製

薬 i ： 

,9.76 I 15.161 35.25 0.37 不 適23.96 
ヽ

2 II 7.73 24.22 i 15.94 37.91 0.57 II 

3 ” 6.951 17.07 13.57 39.38 0.2S, ” ． 

4, 松〇陥3堂薬房！ 7.08 

14. 228 09 76 2 ~ ~ 
11. 71 29.77 

0.21 I fl 
5 

.0木”一商店；I 7.071 13. 
12. I ： l 

42.70 . 0.51 ” 
6 -6.821 12. 11. I 40.77 0. 16 ” 
7 ” 7.32. 15. 12.67, 33.14 0.18 ” 

I 
12.04 i 8' 大

゜
商 店 6.17, 17.57 56.91 4.93 11 

， 東
゜

薬 品 4,40！ 1 _8.81 12.051 38.92 3.41 11 

第 5
 

表 脱脂綿規格試駿成績

収去ミミ匹竺旦 I酸 アルカリ水溶性物質 l色素 吸水力 ．w< 分1

番号 製造所名口：」り］］＿］し！， 面弓伍；ー I ()]秒以内1~o-0g以上 115m叫はいで
| i mg 秒g|
開〇舎 H I H ; 9.21 H I 2 I I 12: 

. I 
2 今〇昌． 0 I (J I H i 18.4! H I 3.5j.  101! 

3 東〇衛材00会社

4 野 00エ，場

日

゜
舎 (-) 

（
 

（一） i 

(-) I (-) 

(-:) 

f

A
.ノ、,‘

(-) 

(-) 

8.0 

40.8 

(-) 

(-) 

（ー）

3.5 

5
 

15~17 

判 定

g
6
 

1

.

 

n
7
 

14.3 

適

8.5 

9
.
'
 

5

7

 

I

I

 

l

l

 

6.3 
”
"
 不 適
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第 6 表 ガーゼ規格試験成績

こロ
糸Icm2数中 Iデキスト日r

に 1ヽ3.5g1， 吸水力ご：水溶性物質 酸 アルカI リン文は；
二厳粉 判定

12条 I 10秒以内 2OIllg／8以g下 m.o. P.P. H 
け け ・

I 条 ％ I 
1 岩 0 0 吉・？ 12 

IO. :I 5.7 0. 10 9.0iけ (-) (—) け 適i

2 0 土商店 I! ” 10. 4.5 0.14 日 日 8, ，， 

3 4 i I 三純〇＇衛〇生材料舎 i I I 
” 10.2 5.2 0.55 4. （→ （→ （→ 日 不適

II 10.3 5.0 0.02! 7. （→ け ←) （→ 適

6 開 0 舎 ” 1 0. 9 i . 5.8 0.15 5. H け (-) け ” 
I 

． 

10.5I i 6,”  It 6.0 0. 10 6. H 日 日 ←) ＂ 
.. ヽ 三〇衛生材料・ ” 10.7 5.0 0.20 • 

8. ］ 7 は
け (-) (-) i ” 

8 大〇術生材料 II 9.8 5.0 0.11 7. け け け （→ ＂ ， 岩00帯材料 ” JO. 7 4.0 0.15 10.(→ け ←) け ” 

第 7表 ク レゾーJV の 規 格 試 験成績

こ 性状 遊離アルカリ 定量（1)品： ！ 
P.P．により紅色を呈するこクレゾー 判 定

アルカリ性店含っても N-Hee o_. Iceで 2.1~2．ね噂嘉こ

1 I 佐〇製薬アル カリ性 P.P. →不変 2.5 47 適i CC C l 
2 三〇 化 学 " fl 2. 1 99 99 

， 
東 ゜製 薬 P. P. → C紅Cで色脱、色但 し 2 3 fl fl 

3 " N-HCI 0.1 ・

4，平〇製薬 " P.P. →不変 | 2.2 I/ ” 

5 I 佐 〇製薬 II ;ぷcば． lど霜濾L 2. l fl. ', -

6 共〇 化・ 成 11 P・. P. → 不変 _ 2.1 46 ! 1 11 

以上表示した成績を綜合し、不適品を百分率で示すと

次のょうになる。

イククモール 100% 

脱 脂 綿 25% 

ガ セ・ 11% 

クレゾール石鹸液 0% 

ジアスターゼ 75% 

グリセリン浣腸液 0% 

このうちイククモールについては昭和29年度収去品に

おいても同様であったが、規格と非常にかけ離れた不

良所績を示した。従って県内市阪のイククモールのう

沿適格品がありやいなゃ頗る擬問に思うところである

が、しかし昨年度各県の試験成績を見ると、当県と大

体相似た結果を得ている事情から考察すると、イクク

モールの製造方法が現段階よりも進歩L、改良せられ

ない限り、現行の局方収載の試験法及び規格をもって

判定されることは無理かと思われる。

なおジアスクーゼは今回の試験で不適品が多かったの

であるが、その原因の 1つとして考えられることは薬

事監視員が収去の際,1ヽ 分けにして別の容器に入れて持

ち来ったことが適切でなかったことである。

(4) 食品検査

この項に属すものは次の事がらに基くもので、概要は

第 1表に示したとおりである。

厚生省の指示により食品監視員の一斉取締により収去

された食品の検査

食品監視員により不良の疑を以て収去された食品の検

査

食品衛生法に基き検査を受けなければならない氷雪人

工着色甘味料等の製品適否試験・

一般依頼による栄羞化学的分析並びに特殊成分検査
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附記 昭和30年8月岡山県における森永ドライ

ミルク事件以来本県においてもMF印のものを捜し

求めたが殆どなく、唯 1件 9月 1日矢島保健所管内

から同社製M F印昭和30年6月9日製の 1缶のうち

の 1部（既に売られて開缶せられ熊糖を混入したも

の）を得たので、砒素（A況 03)を定量したとこ

ろ 9r/gという成績を得た。但しこのミルクを服用

した小児の席状その他一切不明であった。

なお同年8月26日収去したML印缶2、MN印 l、

MC印 1、について砒素を検査したが、これを検出

することができなかった。

(5) 放射能検査

昭和29年放射能測定器（東芝製 radiationcounter) 

幣備以来秋田県における、雨水、海水、，水道水、河川

水、井戸水、その他植物の灰分について、放射能も測

~定、その成績は当面研所報第 1 輯に記録したとおりで
ある。その後測定器に故障を生じ、暫く測定不能であ

ったが、最近故障の原因も明かとなり、修理を加え、

使用可能となった。昭和30年度の測定成績は第 8表に

示した。アイソトープの使用並びに研究は年来の念願

であるが、現在の当術研の狭溢をもってしては到底不

可能である。しかし希窒は捨てヽいない。

第 8
 

表 昭 和 30年放射能測定実績

件数1種一分fJ 採取月日 ｀ 
時 刻 1につき）

mg! 
ー ーー ・

7/ I 9-30 I 9.81 7/ I 15-45~16-15 

12/ I _ 9-30 [ 4.8[ 12/ I 16-25~17-00 

22/ I 9-40 I 5.31 221 I 14-40~15-30 

20| l[ • 9--30, 75.7 20| ll 17-25~18-00 

22/ [ 15-34~16-15 ! 1.9122/ n 19-30~20-30 
27/ 9 夜間 1 7.3 28| 11. 14-00~15-00 

9-05~10-30 1 

9-40~10-30 ! 
I 

I 

11-00 i 

9/ Ill 1?-00~20-00 l 
IO/ Ill 夜間 1

測

月 日 時 刻

荏
こ

2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 

，
 
10 

II 

II 

”
 ”
 

雨水

” 
fl 

” 
雪

雨水

雪

雨

II 

雨

II 

28/ [ 

2/ lll 

4/ II[ 

12 I 雨 雪

13 J ， 
14 i 

15 

16 i 

I 7 I 11 

18 I 河水 3lIXf 
I（雄物川）

l9 i fl 3IIXf 
］ （旭川）

201 雨

13/ III 

16/直

夜

夜

間

間

17/眉 17-00-

18/皿 12-00~13-00

251 Ill 11-00~ 

25バI

24/XII 

夜 間

8ー 30

13-00 

2.5 

26.5 
”
 

3. 31 4 / III I 5-55~16-30 

5.ol IO/III 16-35~17-20 

23. 21 I 1 I III 14-10~15-00 

11.7114/皿13-40......,14-00

16. ol 17 I 111 15--40~16-00 

9.418| 1 17-00~18-00 

17.8 

1.6[ 251 Ill 12-15~13-30 

12.ol 251:xr14-00~14-50 

853.ol 31/XI 1s-10~18-45 

7.6 

10.ol 27/XU 11-20~12-0(1 

”
 

Il 

の
卜
紺
園
|
-

11
ン
自
を
）

体
ウ
（
数
く
―

検
力
数
計
引
一

然

数

m|
 

c
 

自
計

,

1

9

_

,

9

,

'

 

皿
径
r
n
-
8

料
直
r
n
2
I
I

試

の

｀

と
離

e

m

l

"

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

"

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

時

料

距試
の

ー
い
殉
9
5
3
1
6
0
5
3
5
8
1
6
3
,ー
]

-

―

-
5
0
1
5
1
1
5
3
1
4
7
5
3
I
I
6
0
5
8
1
6
7
1

バ
|
佃

湿温

u

定

気

22° 

24° 

21°.5 

25°.5 

18° 

25°,5 

19° 

26° 

28° 

20° 

20° 

24° 

17° 

＂ 

”
 

26°.5 

”
 II 
II 

”
 ”
 II 
II 

”
 
fl ”~ 

”
 
II 

”
 ”
、

”
 ”
 ”
 ”
 

20 

19 

23 

24 

25 

21 

” 
23 

21 

” 
22 

23 

20 

22 

” 
” 
27 

” 
fl 

47 

4
 
50: 

25 

471 

15 

39i 

39 

26 

21 
23 

140」

1731 

84: 

76: 

'

-

―

―

 

35 
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(6) 井戸水検査

--｛忍ー； i •—一： シー、 •9、 9 ＇~會

9 、.・ヽ

昭和24年度より継続事業として県内の市町村における

井戸水を無料で集団検査している。実績は第 1表に掲

げたとおりである。

(7) 浄化槽の排水試験

昭和29年4月22日清掃注、昭和29年6月30日清掃法施

行規則が公布され、これに基く放流水の水質試験につ

いては当衛研においてのみならず、各保健所において

も実施しなければならないが、昭和30年度については

未だ実施していない。

ー 工場廃液については準備中である。

(8) 技術 者訓練

昭和28年より各保健所の化学試験技術者に対し、試験

法の統一の試験技術の向上を図る目的で、年 1回以上

技術の伝達講習を開催している。昭和30年度の請習プ

ログラムは本誌「講習会について」の項に述ぺた。

(9) 放射能調査研究協議会

昭和29年10月25日本会誕生以来すでt:::._2星霜を経た。

雨水、河川水、雪、霰、水道水、井戸水などについて

測定した放射能は本誌上発表し来ったところであるが

♦ 

: :“・，況·ふ．；，•ヤ．．．ゞ·.

秋田測侯所では昨年ガイガー計数管が設備せられ、雨

水のみならず塵埃についてもその放射能を熱心に測定

した成績は本誌上にも発表された。なお本年は微圧計

まで設備され、核爆発に備えることl,.なった。

なお昭和31年4月26日衛発第259号によると、 「原爆

被害対策に関する調査研究連絡協議会」における協議

の結果として、放射能塵及び雨の測定は巾央気象台が

全国14ケ所の測候所において統一して実施し、或る程

度以上の放射能が認められる場合は当省に速報するこ

とl,.なった•…••万ーにも危険な事態が予測された場合

には何分の通達をすることにしているので云々と述べ

ている。差し当り大いなる責任はないこといなったが

放射能被害が全部解決された訳ではないと思う故、今

後とも私共の協議会を有効に進めて行きたいと思う。

また秋田測候所は選ばれた全国14ケ所のうちcIケ所ー

である関係上私共も微力ながら協調援助したいと考え

ている。秋田測候所より寄せられた測定成績は別記の

'とおりである。深甚の謝意を表したい。

（雨水、塵埃についての秋田測定成績は巻末に掲載し

た）

♦ 

＂漸講習会について圏

科学の進歩に伴う検査技術を磨き、また新しい知識を

得るという目的で、年 1乃至2回当術研または保健所に

おいて請習会を開いている。また秋田県準看護婦養成所

‘生徒に対しては細菌その他の実習を指導している。 30年

・度に開催された請習会は次のとおりである。

(a) 秋田県準看踵婦に対する誼誓会

期日 昭和30年6月10日

" 8月16日

場 所 秋田衛生研究所

講習科目並びに講師

1、一般細菌について並びに染色法

2、培養基の概要

3、結核菌の生理、塗抹鏡検法、培養法

4、ワッセルマン梅毒反応、村田法、北研法、カルジ

オライピン法について

5、ウイダール反応、ワイJレフエリックス反応

6、結核菌の耐性試験について

主任購師 藤沢技師

補助指導 佐々木技師

茂木技師

庄司技師

(b) 細繭検査技術者（保健所、各医療機闘）に対する

講習会

期日・ 昭和30年10月18.19日 2日間

場所 秋田保健所講堂、秋田県衛生研究所

講習科目並びに講習

特別講演「腸内細菌とその分離法」

北研 広木彦吉博士

食中毒検杏手技について

藤沢技師

ホールベルグ氏結核菌検査法

衛研所員
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冒 放射能調査研究協議会について

*,,. * 
秋田県には示すが如き立派な放射能調査研究協議会が

ありながら何らの会合もなく、またデークなどの交換が

一部に止ったことはまことに残念なことであるが、これ

には各種の事情があったことは理由にはなるが、しかし

幹事の努力も確かに不足であることを認める。本年は健

康も順調であり、またガイガー計数管の故障も完全に直

放射能定

1955 8月

（芸罰言万靡麿
日 時 分 mm  cc cmp/1 

6. 3l 

43.?i 

10.5 

った模様であるから大いに努力したいと思う。

なお秋田測候所からは昭和30年7月から 12月までの雨

水、塵埃の放射能について貴重なる測定データを戴いた

ので、この章に録したいと思う。当衛研の分は前節に録

してある。 ・ 児玉幹事

斎藤幹事

(09r) 

9月

時 観 測 表 （雨水）

1955 7月 1955 

採取時亥 ］ 腎 賢 靡I響
日時 分 mm cc cpm/1 

4.09.00 21. ： 7゚| | 100 
128 15 

5.08.30 9. 100 !32 27 

6.08.30 IO. 100 133 5 

7.08.25 5. 107 134 23 

11.06.35 3. 100 136 

゜23.08.55 2.2 IOO 141 10 

24.05.43 12.6 100 145 39 

27.04. 10 0.8 30 146 137 

1.08.35 

1.20.49 

3.09.00 

6. 18.05 

20.09.00 

21.09.00 

22.02.20 

23.06.08 

31.09.00 

1

6

 

．． 

1

2

 
37.9 

8.5 

5

8

 

．． 

ー

7

，
 

100 

100 

100 

8

1

2

 

4

5

5

 

l

l

l

 

8
_
4
1
0
 

4
 

50 

100 

100 

100 
ヽ

79 

153 

157 

159 

160 

1

0

9

 

5

6

2

2

 

162 

100 165 

7

5

 

6
 

減時衰起刻齊 1降量水 1蒸量乾 1試番料号 1測値定

日時分 mm  cc cpm/l 

7.08.54 7.4 100 167I 1 0※ 

8.03.50 7.0 100 169 13裕

13.09.00 7.4 100 171 6※ 

13.23.25 62.1 100 173 34 

16.07.」5 1~.3 100 174 JO※ 

16. 15.46 6.9 100 176 8※ 

18.08.15 14.5 100 177 16※ 

19.09.00 4.4 100 179 46※ 

19. 15.51 I. 7 80 180 37※ 

24.00.05 7.0 100 184 28※ 

注①

減衰起算時刻

測定値

8月より観測法一部改正する

従来の採取時刻と同様で採取の終った日時分

減衰起算時より 6時間を経過した時に測定するか又はその時間に更正した値（自然係数は含まず）

自然係数の測定法…••試料測定の前後各分間の平均値
秋田測候所構内

前日 9r～当日 9'rの降水羹（粍）

前24時間降水量の中から 100cc蒸発、乾固

採取場所

降 水量

蒸乾量

注 R
測定器

マイカ窓の厚さ

試料皿

測定距 離

1955 10月

科研製32型

22mg/cm' 
科研製ステンレス試料皿（直径25mm)

!cm 

GM計数器

採取時刻 I降水量 I蒸乾量 1試料番号1測定値

日時 分 mm cc cpm/1 

1.09.00 I I. I 671 187 5※ 

2.09.00 i 2.1 100 190 7※ 

5.09.00 I I 21.3 100 191 25※ 

8.09.00 ！ I 8.9 100 193 o※ 

9.09 00 7.3 100 195 14※ 

I 1.09.00 i 18.4 100 196 8※ 

12.09.00 i 26.2 100 199 17※ 

15.09.00 : 7.7 100 
200 I 14※ 

16.09.00 I • 13.9 100 202 28※ 

' 

17.09.00 4.5 JOO 203 29 

18.09.00 1.0 50 204 96※ 

19.09.00 16.0 100 205 15※ 

20.09.00 0.8 62 207 64※ 

21.09.00 30.8 100 209 。ロ

22.09.00 15.2 100 211 14※ 

23.09.00 9.3 100 212 3 

27.09.00 10.3 100 214 19※ 

28.09.00 I.I 61 216 13※ 

29.09.00 30.8 100 218 5※ 

30.09.00 11.4 100 219 23※ 

31.09.00 6. I 100 220 31※ 
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1955 11月

採取時刻 l降水量 1蒸乾彙昧料番号測定値

日 時 分 mm . cc cpm/il 

1955 12月

2.09.00 

3.09.00 

4.09.00 

ー． ゚， ゚゚ー

ー

・

・
0
0
m
5
5
0
0
 

0
9
0
9
0
9
0
9
0
9
 

．． 

5

6

7

8

9

 
IQ.09.00 ; 

！ I 1.09.00 
9
,
 0

0

 

0

0

 

．． 

9

9

 

0

0

 

．． 

4

5

 

l

l

 
17.09.00 l 

l 

24.09.00 

26 09.00 

.
,
1

、

0

0

 

0

0

 

．． 

9

9

 

0

0

 

．． 

9

2

 

ー

2

28.09.00 I 

29.09.oo I 

2.0 

24.8 

13.7 

17.6' 

9.9 

7. I 

10.0 

16.0 

30.6 

18.4 

4.7 

23.7 

1.6 

23.9 

13.5 

12.9 

3.0 

2.8 

9.7 

2.3 

92 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

10・0 

79 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

83 

222|224225226228229
函

2

3

1

2

3

2

2

3

3

3

3

4

2

3

7

2

3

8

2

4

0

2

4

1

2

4

4

口
尋
呵

39浜9

30* 

25※ 

45沫.'
| 

9>< 

44* 

2び※I

26冴
l 

18※| 

29※ 

J9il 

32i-

64※ 

32※ 

34li:・ 

39沼
68li: 

1180 

287* 

176沫•

採取時刻 1降水量！蒸乾量 1試料番号i測定値

日 時 分 mm  cc .cpm/1 

1.09.00 
12. ］ JOO 120汰

S.09.00 13. 100 107※ 

6.09.00 20. 100 179汰

7.09.00 1.0 59 | 840※ 

8.09.00 3.4 100 335※ 

9.09.00 1.8 63 213'-i' 

I 1.09.00 7.4 100 262! 283沐・

12.09.00 2.1 JOO 2631 135汰
！ 

14.09.00 1.9 IOO 26 57| [ 
250：ぷ

15.09.00 26.1 100 26 332"-' 
， 

198~ 16.09.00 10.6 

： 
268, 

17.09.00 4.5 2691 124※ 

18.09.00 1.2 2701 1 
72l>l 

21.09.00 7.5 

叫222277775 46! 3: • | 

90冴

22.09.00 7.4 94'* 

23.09.00 5.0 JOO 213※ 

24.09.00 1.9 62 !05~ 

28.09.00 8.8 100 60没

29.09.05 4.3 100 277 156房：

30.09.25 3.0 JOO 278 441ゞ

31.09. 15 3.2 100 279 280※ 

1955 8月
放射能定量観測表

-- - --- ------- - - -- - -- -- -- - -

降水期間 採取時刻 1馨i1蒸乾量：ij定イ」採取時第亥ljI誓:1蒸乾量imll定伯採取時刻I馨；蒸乾量1l1ll定値

日時分 日時分

： ：符・嘉 I3. 09. 1 0 

4.02.40 i 4.04. 10 
7.08.25 

10.11.43 I 11.06.02 
I 1.06.35 

22. 18.25 I 22.19.47 
24.05.43 

26.17.09 I 27.04.、10
27.04. IO 

125 

129 

137 

cc crnp/1日時分

142I 100 

59¥ 3.09.36 

281 4.05. 17 

27I 11.06.03 

851 23.08.20 

126 

130 

138 

143 

cc cmp/l日時分

属
，
ー
函
ー
高
ー
ー
鴎
ー
|

1

8

7

5

2

 

3

1

3

2

 

．

．

．

．

 

9

6

6

6

 

o

o

o

l

 

．

．

．

．

 

3

4

1

3

 

ー

2

i
 
•999 

0

9

5

3

 

7

2

5

2

 

cc crop/I 

゜゚

•9 

9

.

,

1

 

7

1

9

4

 

2

3

3

4

 

l

l

l

l

 

92 

。

1471 90 89 

•
'
、
,
"

0

2

5

 

注

第一瓶

第二瓶

第三瓶

降水期間

ー降水期の降り初めから 100cc採取

第一瓶採取後100cc採取

第二瓶採取後100cc採取

ー降水の降り初め及び降り終りの時間
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1955 8月

間
5
3
4
9
0
2
2
0
2
7
0
5
1
9
2
0
3
4
0
8
3
0
5
0

M
1
6
2
0
0
0
0
9
0
3
1
8
1
5
0
2
1
3
0
6
1
5
1
0
 

降
3
1
1
3
3
6
6
1
9
2
2
2
2
2
3
3
0
3
1

―-
W渭

’
 

試料番号！蒸乾量 測定値

測

注
定 値

ら減衰起算時刻

降水期間

その他

1955 9月

1.05.54 

3.0!.48 

6. !8.05 

19. 15.25 

23.03.33 

30.21.32 

149 

154 

155 

| 

158 

163 

164 

8月より観測法一部改正

ー降水期間の降り初めから 100cc採

取した試料についての測定値

採取瓶に 100cc採取満水した時刻

ー降水の降り初め及び降り終り時分

定時観測に準ずる

56: 

61 

61 

35 

65 

28 

自20.07.30
至23.08.38 09.00 208 100 39※ 

自26.10.58
至26.21.25 09.00 213 l 100 14※ 

自27.12.48 
至27.14.51 09.00 215' 100 49う

自28.15.20 
i 

至31.03.53 09.00 217i 100 54※ 

1955 11月

降水期間 1号喜賃 1試料番号蒸乾量 測定値

日時うう 日 時 分 cc cpmJi 
6.02.15 

1001 I 8.03.50 7.03.20 168 71※ 

13.04.40 
100 13.23.25 13.06.46 172 8※ 

16.00. 10 
16. 15.46― 16.03.26 175 100 l※ 

17.23.38 
19: 15.51 18 02.28 178 100 21※ 

21.05.57 
21.10.10 21.10.00 182 100 43li:・ 

23. 10.47 
24.00.05 23.13.35 185 100 23li・

29.04.45 

551 29.11.15 29.1 I. 15 186 42※ 

1955 10月

降水期間 1採取時刻1試料番号1蒸乾量 1測定値

日時分 時分 cc cpm/l 

自 l.Q4.4Q'i ： 
188！ 1 至1.12.58 09.00 100 33※ 

乱4. I 1.50 
5.12.10 09.00 

1921 I 
100 21* 

！ 
自 7.14.16 : 
至 9.11.10 l 09.00 194 I 100 15※ 

自11.01.21
197i 至12.03.52 09.00 100 15※ 

自14.14.31 ！ 

至17.04.08 09.00 2011 100 o※ 

畠18.01.50 、I

19.02.59 i 09.00 206! 100 IO※ 
i 

降水期間 1採取時躙試料番号蒸乾量！測定値

日時分 時分 cc cpm/1 
10 

自31.22.25
至 4.04.45 09.00 221 100 60※ 

自 4.22.06
至11.17.40 09.00 227 100 54※ 

畠l3. 12.55 
1_4.23. 10 09.00 236 100 69※ 

自16.08.02
至19.04.15 09.00 239 100 41※ 

自21.11.52
-至22.18.20 09.00 243 100 1950 

自23.20.50
至24.05.05 09.00 346 100 423※ 

麟.02.02 
.04.40 09.00 247 100 9000 

尉；.16.02 . !5. IO 09.00 249 JOO 1650 

1955 

1955 

12月

降水期間 1採取時刻1試料番号1蒸乾量 l測定値

日時分 時分 cc cprn/, 
JI 

100I 
自30.12.42-
至 2.08.23 09.00 252 440※ 

自 2.21.57
至 3.06.57 09.00 255 73 49t 

自 4.07.07
至11.20.11 09.00 256 100 521 

塁14.17.35 
09.00 18.21.30 266 100 63E 

採取時刻

曝露期間

降雪のため以後の観測を中止する

塵 埃測定表
7月 （水盤法による）

I 上旬 1 中旬 I、下

l l.09 r 21.09 9 日．09頃

1.09.99~I 1.09.00~21.09.00~: 
I L.09.00I 21.09.001 1.09.00 

遮蔽時間

有効曝露時間

曝露水量

採取水量

蒸乾量

166.9 

2000cc 

660 

100 

240.0 

5000cc, 

530cc 

100 I 

旬

127.1 

3000 

410 

l00 
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試料 番号 135 

測定 日時 11.13.50

自然係数 28.0 

試料係数 l 

雨水混入量 0.2 

備考

注

!40 

21. 10.48 

28.2 

I 

150 

5.14.50 

27.9 

゜0.6 

試料係数 1平方米当り 1時間に落下した塵埃の I

分間の Count数（自然係数は含まず）

1955 8月

I上旬 l中 旬 l下 旬

採取時刻 11 "09 22.09 IX 1.09 

曝露期間
1.09.00~ 11.09.00~ 22.09.00~ 
11.09.00 22.09.00 IX. 1.09.00 

漉蔽時 間 77.6 81.3 66.9 

有効曝露時間 162.4 182.7 173. I 

曝露水量 3000 3000 4000 

採取水量 690 683 810 

蒸 乾 量 100 JOO 100 

試料番号 156 161 166 

測定日時 12.09.32 22. 13. 12 IX 1.11.21 

自 然係数 25.7 25.0 27.1 

試料係数 I 2 I 

雨水混入量

備 考

1955 9月

I 上旬 1 中 旬 1 下 旬

取外し時刻 12.09. 15 
21. 13. I | 5, IX 1.09.00j 

曝露期間 1.09.00 12.09.1 21. 13.20: 

遮蔽時間 12.09.15 21.13.1 IX. 1.09.0 °7i i 

有効曝露時間 168.5 80.5 169. 

曝露 水量
3ごI

2000 2000 

採取 水量 1100 52C 

蒸 乾 量 100 100 10( 

試料番号 170 183 189i 

測 定日時 12.11.20 23. 9.31 ]X I. 12.31 

自然係数 26.6 25.6 28.1 

試料係数 4 Oi 

混 入水量 0.1 

考 I
猛~IX! 

備 (SW) 

のため茫
1I 多量混

1955 to月

I上 旬 1 中旬 l下 旬

採取時刻 1.00.00 I 1.09.00 21.09.0C 

曝露期間
21. 13.20~ 1.12 0.op9.~ 00 11.09.00~ 

1.09.00 l l. 21.09.0( 

進蔽時間 66.0 221. 7 147.0 

有効曝露時間 169.7 16.3 93.( 

曝露水羹 2000 2000 2000 

採取水量 520 1250 287( 

蒸 乾 量 100 JOO 100 

試料番号 189 197 210 

測定日時 1.12.31 11.13.59 21.11.10 

自然係数 28.1 25.8 27.4 

試料係数

゜
20 I 

雨水混入量 0.1 15.0 

備 考

1955 11月

I 上 旬 1 中旬 I 下 旬

採取時刻 1.09.ool 11.06.ool 21. 11.00: 

: : : : I2]言言 1汀言12!，｛詞
有効曝露時間 142.2 23.7 99.2 

曝露水巌 2000 2000 2OOO 

採取水量 1370 2450 162C 

蒸 乾 量 JOO 100 IOC 

試料番号 223 235 24, 

測定日時 1.11.53 I 1.11.25 21. 13.48 

自然係数 28.3 26.6 26.5! 

試料係数 II :I 雨水混入量 0.0 7.0 

備 考

1955 12月

I上旬！中旬＇下旬

採取時刻 l.09.oo l2.09.00| 21. 15.o 
曝露期間 21.1 1.00~ l.09.00~ 1 1. 10.oô 

l. 09. 00 12.09.001 2 1. 15. o 
遮蔽時間 216.21 22iol -• 188. 
有効曝露時間 20.31 40.71 56. 

遮蔽時間 20001 20ooi 200 

採取水量 1900I 1750I I 99 

蒸乾量 100 100 10 

試料番号 254I , 264: 27 

測定日時 I. I 1.481 12.14.00: 21.16.3 

自然係数 27.9I 26.9 2?. 

試料係数 29 15i. 2 

雨水混入量 ＿ 。． I

備考 ー：


